
血漿分画製剤は

「いのち」を支える血液製剤のひとつとして

医療に貢献しています

血漿分画製剤を
ご理解いただくために

一般社団法人日本血液製剤協会は、患者さんの

治療に貢献していくために、これからも貴重な

人の血液を原料とする血漿分画製剤の安全性

向上と安定供給に努める

とともに、情報提供に取

り組んでまいります。

一般社団法人 日本血液製剤協会
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8

https://www.ketsukyo.or.jp

KMバイオロジクス株式会社

＜会員企業＞

〒860-8568 熊本県熊本市北区大窪１-6-1 

CSLベ－リング株式会社　
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 
青山ビル8階

武田薬品工業株式会社　
〒103-8668 東京都中央区日本橋本町2-1-1

　

参考資料：厚生労働省令和７年度版血液事業報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70814.html
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一般社団法人 日本血液製剤機構
〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-１
田町ステーションタワーN15階

Meiji Seika ファルマ株式会社
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16

https://www.kmbiologics.com

https://www.cslbehring.co.jp

https://www.takeda.com/jp

https://www.meiji-seika-pharma.co.jp

https://www.jbpo.or.jp





3 4

感染症評価報告

薬機法血液法
〈採血段階〉

採血業の許可 製造販売業の許可

製造管理者の承認、製造の記録とその保存
インフォームドコンセント
感染症情報の提供

生物由来原料基準・生物学的製剤基準

販売業の許可 GVP

GMP・GQP

製造業の許可

〈製造 ( 輸入 ) 段階〉 〈流通段階〉 〈使用段階〉
副作用の
収集・評価・報告義務

審議会に報告
▼

情報の評価と改善措置

採血事業者 製造販売業者、   製造業者、販売業者 医療機関

▼

▼

診療所の許可
〈採血所〉

生物由来の特性を
踏まえた上乗せ規制

現在の科学水準の下では技術的に排除できない
ウイルス等の混入による感染のリスク

・病原体の存在が疑われた献血者　　の過去の献血血液の情報
・輸血等により感染が疑われた血　　液製剤の情報
・これらの献血血液から製造され　　た血液製剤の情報
・当該製剤が投与された患者の感　　染に係る情報　　  を収集し、科学的に分析･評価

必要に応じ、供給停止･回収等の措置

血液製剤等に係る    遡及調査ガイドライン

審議会に報告→　 情報の評価と改善措置 

ドナーから使用者まで遡及調査等による流通   ルートの把握 → 回収による感染拡大の防止

製品の表示、販売・使用の記録とその保存

生物由来製品・・・

特定生物由来製品・・・

　人その他の生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として
製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健
衛生上特別の注意を要するもの
➡ワクチン、遺伝子組換え製品など

生物由来製品のうち血液製剤については、安全対策は薬機法、安定供給と適正使用は「安全
な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（以下、血液法）に基づいて施策を実施

製品の感染
症の伝播の
リスクに応
じて指定 　生物由来製品のうち、販売し、貸与し、又は授与した後において当

該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するた
めの措置を講ずることが必要なもの
➡輸血用血液製剤、血液凝固因子製剤のような血漿分画製剤など

血液製剤に関係する法律

国内自給原則、安定供給確保生物由来製品としての安全性向上
適正使用の推進市販後対策の充実強化

血液製剤に関する安全対策の仕組み

血液製剤

法
液
血

法
機
薬

薬機法と血液法の関係

生物由来製品・特定生物由来製品とは　            
（薬機法第２条第10項 ･第 11項関係）

（厚生労働省平成 29 年度版血液事業報告　第３章血液製剤の安全対策（図3-2 医薬品医療機器等法と血液法の関係）より一部改変） （厚生労働省令和7年度版血液事業報告　第３章血液製剤の安全対策（図3-3生物由来製品・特定生物由来製品とは）より一部改変）

（厚生労働省令和7年度版血液事業報告　第３章血液製剤の安全対策（図3-2 血液製剤に関する安全対策の仕組み）より一部改変）

GMP：｢医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令｣　　　GVP：「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の　　　製造販売後安全管理の基準に関する省令」　　　GQP：「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令」

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下、薬機法）では、

医薬品の安全性を確保するために、製造販売業者等に品質管理の基準（GQP）や製造販売後安全

管理の基準（GVP）等の厳守を求めていますが、血漿分画製剤については、生物由来の特性を踏ま

えた上乗せ規制が設けられています。

採血・製造・販売・使用について記録を作成し、各段階において長期間保存することも義務付けられています。



原料血漿

原料血漿

日本赤十字社

外　国

採血所

（献血ルーム、採血車など）

・献血の受入れ
　全血採血
　（200ｍL/400mL）
　成分採血
　（血漿 / 血小板）

血漿分画製剤

医療機関

・血液製剤の使用

輸血用血液製剤

血漿分画製剤

（輸入）
血漿、
製剤

（輸出）
製剤

献血ルーム

日本赤十字社血液センター

検査：血液型、感染症検査等、血液の核酸増幅検査
製造：血液を成分ごとに分離
検体保管・貯留保管※：各都道府県血液センタ－から
　　　　　　 　　　　供給要請があるまで冷凍・冷蔵保管

日本赤十字社貯留保管施設

・原料血漿の貯留保管※

・検体保管
者
業
売
販
売
卸

輸血用血液製剤

製造販売業者

・血漿分画製剤の製造、輸入・輸出

◎製剤には採血国及び「献血」又は「非献血」と表示　
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日本血液製剤協会における災害時等の危機対応の取り組み

◎献血と非献血の区別の基準

⑴採血国の政府が、「自発的な無償供血」を定義していること
⑵その定義が、1991年国際赤十字・赤新月社連盟第8回総会決議と同じ趣旨であること
⑶当該国の「自発的な無償供血」の定義に沿って採血されたことが確認できること

以下のいずれの条件にも合致する場合は「献血」と表示し、いずれかの条件に合致しない
場合は「非献血」と表示する。
なお、この表示は、採血方法を示したものであり、安全性の優劣を示すものではありません。

血液製剤の流通

供　給製　造 採　血

※有効期間の長い血漿成分は一定期間保管して、
　感染症情報がないことを確認してから出荷されます。これを貯留保管といいます。

血液法では、血液製剤の安定供給の確保を目的の一つとしており、このため、国は毎年度、翌年度の需

給計画を策定し、血液製剤の安定供給を図ることとされています。

当協会会員は血液法に基づき、短期的及び中期的に供
給量の計画と実績に関するデータを厚生労働省に報告
し、災害発生時には厚生労働省や関連団体、学会等と
連携して貴重な人の血液を原料とする血漿分画製剤の
安定供給に努めています。

我が国における血液事業の流れ

（厚生労働省令和7年度版血液事業報告　第1章我が国の血液事業の概況について（我が国における血液事業の流れ）より一部改変）




